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㸯 せ介ㆤ⪅等に対するリハビリテーションサービス提供体制に係る介ㆤ保㝤事 

業㸦支援㸧ィ画の作成プロセス 

介ㆤ保㝤事業㸦支援㸧ィ画の策定にあたっては、保㝤⪅は各サービスのぢ㎸み

㔞の推ィを⾜い、ぢ㎸み㔞に応じた施策及び当ヱ施策に㛵する目標を定めるこ

ととされている。 

リハビリテーションサービス提供体制の構築のためには、提供体制に㛵する

現状や、第㸵期の取組の実施状況とその効果をホ価㸦確ㄆ㸧した上で、第㸶期で

目指す提供体制のあり方やその実現のための具体的な取組や目標を明確にする

とともに、ィ画の策定後には、取組や目標㐩成に向けた活動を⥅⥆的に改善する

手法であるPDCA㸦Plan→Do→Check→Act㸧サイクルを活用しながら、㐍捗管理を

実施することが㔜せである。 

 

㸰 リハビリテーション指標 

㸦㸯㸧リハビリテーション指標の⪃え方 

リハビリテーション指標は、各地域において、ゼ問リハビリテーション・㏻所

リハビリテーション・介ㆤ⪁人保健施タ・介ㆤ医療㝔の整備状況の現状把握を⾜

った上で、せ介ㆤ㸦支援㸧⪅がリハビリテーションの必せに応じて利用可⬟な提

供体制の構築につなげるためのものである。 

 まずは介ㆤ保㝤事業㸦支援㸧ィ画作成における取組と目標タ定に当たり活用㡬

けるよう、ストラクチャー指標及びプロセス指標を定めた。 

 

㸦㸰㸧ストラクチャー指標 

  介ㆤ保㝤における介ㆤサービスを提供する施タや事業所の物的㈨源、人的㈨

源、地域の状態像等を⾲す指標として以下を定めた。 

・ 「サービス提供事業所数㸦ゼ問リハビリテーション、㏻所リハビリテーシ

ョン、介ㆤ⪁人保健施タ、介ㆤ医療㝔㸧」 

・ 「定員数㸦サービス種㢮別㸧」 

・ 「理学療法士・作業療法士・ゝㄒ⫈ぬ士の従事⪅数㸦サービス種㢮別㸧」 

・ 「サービス提供事業所数㸦短期入所療㣴介ㆤ㸦介ㆤ⪁人保健施タ・介ㆤ医

療㝔㸧㸧」 

特に人的㈨源の乏しい地域では本ストラクチャー指標を目標としてタ定する

ことが困㞴な場合も想定されるが、本指標をもとに現状把握をした上での個別

にィ画を立てることが望ましい。 

 

㸦㸱㸧プロセス指標 

 介ㆤサービスを提供する施タや居宅介ㆤ支援事業所との㐃携、事業所の活動

や、事業所や施タ㛫の㐃携体制を測る指標として以下を定めた。 

・ 「利用率㸦ゼ問リハビリテーション、㏻所リハビリテーション、介ㆤ⪁人



 
 

保健施タ、介ㆤ医療㝔㸧」 

・ 「定員あたりの利用延人員数㸦㏻所リハビリテーション㸧」 

・ 「㏻所リハビリテーション㸦短時㛫㸦㸯時㛫以上㸰時㛫未満㸧㸧の算定⪅

数」 

・ 「リハビリテーションマネジメント加算II以上の算定⪅数」 

・ 「短期㞟中㸦個別㸧リハビリテーション算定⪅数」  

・ 「ㄆ知症短期㞟中リハビリテーション算定⪅数」 

・ 「個別リハビリテーション実施加算算定⪅数」 

・ 「生活機⬟向上㐃携加算件数算定⪅数」 

・ 「⤒口⥔持加算算定⪅数」 

 

㸦㸲㸧リハビリテーション指標活用に当たっての留意点 

・ リハビリテーションサービス提供体制は、各㒔㐨府県又は保㝤⪅が、せ介

ㆤ⪅動向、介ㆤ㈨源等地域の実情に応じて、㛵係団体との協力の下構築する

ものであり、地域の実情に応じ、本手引きに基づく取組以外も含めて実施す

ることは望ましいものであること。 

・ リハビリテーションサービス提供体制構築に当たっては、地域の実情に応

じて必せ性の㧗いものから優先的に取り組むことが必せであること。 

・ 本手引きは国における現時点での知ぢに基づくものであり、今後も検ウ、

ㄪ査、研究を⥆けて㐺宜提示するものであること。 


